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［新制度］Ｒ４年度から開始した不妊治療は、Ｒ４年度からの市助成制度を適用
Ｒ４年度

一般不妊治療
（タイミング法・
人工授精）
生殖補助医療
（体外受精・顕微受
精・男性不妊）

［経過措置］Ｒ３年度からＲ４年度で年度をまたいだ治療は、Ｒ３年度までの市助成制度を適用
Ｒ３年度 Ｒ４年度

一般不妊治療
（人工授精）

特定不妊治療
（男性不妊含む）

Ｒ４年度から開始した治療
（助成内容は上記参照）

治療終了日から
１年以内に申請

保険適用外（10割自己負担）での治療 Ｒ４年度内に申請

Ｒ４年３月末までに治療終了 治療終了日から１年以内に申請

Ｒ３年度以前に開始し、Ｒ４年度に終了する治療

Ｒ３年度以前に凍結した胚をＲ４年度に移植

１回のみ助成あり
治療終了日から１年以内に申請

Ｒ４年４月１日から保険適用開始


